
20
21
年
4月

1日

給
付
と
負
担
に
つ
い
て

社
会
保
障
審
議
会

介
護
保
険
部
会
（
第
10
7回

）
資
料
２

令
和
５
年
７
月
10
日

厚
生
労
働
省
老
健
局

参
考
資
料
８
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介
護
保
険
料
・
利
用
者
負
担
に
関
す
る
各
種
取
り
ま
と
め

1

（
「
現
役
並
み
所
得
」
、
「
一
定
以
上
所
得
」
の
判
断
基
準
）

○
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
、
「
一
定
以
上
所
得
」
（
２
割
負
担
）
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
の
関
係
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
は
長
期
間
利
用
さ
れ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
高
齢
者
の
方
々
が
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
高
齢
者
の
生
活
実
態
や
生

活
へ
の
影
響
等
も
把
握
し
な
が
ら
検
討
を
行
い
、
次
期
計
画
に
向
け
て
結
論
を
得
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

○
「
現
役
並
み
所
得
」
（
３
割
負
担
）
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
制
度
と
の
整
合
性
や
利
用
者
へ
の
影
響
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引

き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

（
１
号
保
険
料
負
担
の
在
り
方
）

○
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
低
所
得
者
の
保
険
料
上
昇
を
抑
制
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
負
担
能
力
に
応
じ

た
負
担
の
観
点
か
ら
、
既
に
多
く
の
保
険
者
で
９
段
階
を
超
え
る
多
段
階
の
保
険
料
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
国
の
定
め
る
標

準
段
階
の
多
段
階
化
、
高
所
得
者
の
標
準
乗
率
の
引
上
げ
、
低
所
得
者
の
標
準
乗
率
の
引
下
げ
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

○
具
体
的
な
段
階
数
、
乗
率
、
低
所
得
者
軽
減
に
充
当
さ
れ
て
い
る
公
費
と
保
険
料
の
多
段
階
化
の
役
割
分
担
等
に
つ
い
て
、
次
期
計
画
に
向

け
た
保
険
者
の
準
備
期
間
等
を
確
保
す
る
た
め
、
早
急
に
結
論
を
得
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

（
※
）
次
期
計
画
に
向
け
て
結
論
を
得
る
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
遅
く
と
も
来
年
夏
ま
で
に
結
論
を
得
る
べ
く
引
き
続
き
議
論

社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会

意
見
書
（
令
和
４
年
12
月
20
日
）

全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
会
議

報
告
書
（
令
和
４
年
12
月
16
日
）

Ⅲ
．
各
分
野
に
お
け
る
改
革
の
方
向
性

３
．
医
療
・
介
護
制
度
の
改
革

（
２
）
取
り
組
む
べ
き
課
題

③
介
護

○
ま
た
、

20
24

 年
度
か
ら
の
次
の
計
画
期
間
に
向
け
て
、
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
、
「
骨
太
の
方
針

20
22
」
や

「
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表

20
21
」
、
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
等
で
指
摘
さ
れ
た
課
題
（
保
険
料
負
担
や
利
用
者
負

担
の
在
り
方
な
ど
）
に
つ
い
て
、
来
年
度
の
「
骨
太
の
方
針
」
に
向
け
て
検
討
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
20
23
（
令
和
５
年
６
月
16
日
）

（
社
会
保
障
分
野
に
お
け
る
経
済
・財
政
一
体
改
革
の
強
化
・推
進
）

「
介
護
保
険
料
の
上
昇
を
抑
え
る
た
め
、
利
用
者
負
担
の
一
定
以
上
所
得
の
範
囲
の
取
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
年
末
ま
で
に
結
論

を
得
る

※
。
」

※
「
「
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
」
（
令
和
４
年
12
月
20
日
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
）
で
は
、
利
用
者
負
担
の
一
定
以
上
所
得
の
判
断
基
準
の
ほ
か
、

1号
保
険
料
の
在
り
方
や
多
床
室
の
室
料
負
担
に
つ
い
て
、
20
24
年
度
か
ら
始
ま
る
次
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
向
け
て
結
論
を
得
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
」
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介
護
給
付
に
お
け
る
利
用
者
負
担

※
１

居
宅
介
護
支
援
は
全
額
が
保
険
給
付
され
る
。

「合
計
所
得
金
額
16
0万

円
以
上
」か
つ
、「
年
金
収
入
＋
その
他
合
計
所
得
金
額
28
0万

円
以
上
（
単
身
世
帯
の
場
合
。夫

婦
世
帯
の
場
合
34
6万

円
以
上
）
」の
場
合
は
、２

割
負
担
。

「合
計
所
得
金
額
22
0万

円
以
上
」か
つ
、「
年
金
収
入
＋
その
他
合
計
所
得
金
額
34
0万

円
以
上
（
単
身
世
帯
の
場
合
。夫

婦
世
帯
の
場
合
46
3万

円
以
上
）
」の
場
合
は
、３

割
負
担
。

※
２

介
護
保
険
３
施
設
・シ
ョー
トス
テ
イに
お
い
て
は
居
住
費
、食

費
の
軽
減

※
３

日
常
生
活
費
とは
、サ
ー
ビス
の
一
環
で
提
供
され
る
日
常
生
活
上
の
便
宜
の
うち
、日

常
生
活
で
通
常
必
要
とな
る
費
用
。（

例
︓
理
美
容
代
、教

養
娯
楽
費
用
、預

か
り金

の
管
理
費
用
）

介
護

給
付

居 住 費

食 費

日 常 生 活 費

１
割
（
２
割
・
３
割
）
負
担

（
※
１
）

９
割
（
８
割
・
７
割
）
給
付

補
足
給
付

（
※
２
）

高
齢
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

※
３

施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
時

※
肌
色
＝
保
険
給
付
、
水
色
＝
利
用
者
負
担

2
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介
護
保
険
制
度
に
お
け
る
利
用
者
負
担
割
合
（
経
緯
）

○
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
は
、
制
度
創
設
以
来
１
割
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
負
担
割
合
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。

○
介
護
保
険
制
度
施
行
時
に
は
高
齢
者
医
療
は
定
額
負
担
制
で
あ
り
、
そ
の
後
定
率
負
担
が
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
負
担
割
合
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
利
用
者
に

占
め
る
割
合
）

3.
6％

4.
6％

91
.8
％

介
護
保
険
の
利
用
者
負
担

（
参
考
）
医
療
保
険
の
患
者
負
担
（
70
歳
以
上
の
高
齢
者
）

負 担 割 合

現
役
並
み
所
得
者

一
定
以
上
所
得
者

そ
れ
以
外

負 担 割 合

現
役
並
み
所
得
者

一
定
以
上
所
得
者

そ
れ
以
外

20
18
年
８
月

20
00
年
４
月

20
15
年
８
月

20
01
年
１
月

20
02
年
10
月

20
06
年
10
月

20
14
年
４
月

20
22
年
10
月

１
割

（
制
度
設
立
当
初
）

１
割

２
割

（
被
保
険
者
の
上
位
20
％
）

２
割

（
被
保
険
者
の
上
位
20
％
）

３
割

（
特
に
所
得
の
高
い
者
）

１
割

２
割

１
割

３
割

２
割

（
被
保
険
者
の
上
位
30
％
）

１
割

75
歳
以
上

１
割

70
〜
74
歳

２
割

２
割

（
特
例
措
置
で
H
26
.3
まで
１
割
）

（
新
た
に
70
歳
に
な
る
者
か
ら段

階
的
に
２
割
）

（
H
26
.3
ま
で
に
70
歳
に
達
して
い
る
者
は
１
割
）

約
73
％

約
20
％

約
７
％

（
75
歳
以
上
の

被
保
険
者
に

占
め
る
割
合
）

3
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１
号
被
保
険
者
の
所
得
分
布
（
２
割
負
担
・
3割

負
担
の
水
準
）

世
代
間
・
世
代
内
の
公
平
性
を
確
保
し
つ
つ
、
制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
、

○
相
対
的
に
負
担
能
力
の
あ
る
、
一
定
以
上
の
所
得
を
有
す
る
方
の
利
用
者
負
担
割
合
を
２
割
と
し
て
い
る
【
平
成
27
年
8月

施
行
】

○
２
割
負
担
者
の
う
ち
、
特
に
所
得
の
高
い
方
の
利
用
者
負
担
割
合
を
３
割
と
し
て
い
る
【
平
成
30
年
８
月
施
行
】

4

【
２
割
負
担
】

一
定
以
上
所
得
（
被
保
険
者
の
上
位
20
％
）

年
金
収
入
等
(１
人
世
帯
)︓
28
0万

円
合
計
所
得
金
額
︓
16
0万
円

※
利
用
者
ベ
ー
ス
累
計
割
合
…
8.
2％

【
３
割
負
担
】

現
役
並
み
所
得

年
金
収
入
等
(１
人
世
帯
)︓
34
0万

円
合
計
所
得
金
額
︓
22
0万
円

※
利
用
者
ベ
ー
ス
累
計
割
合
…
3.
6％

モ
デ
ル
年
金
(厚
生
年
金
)

年
金
収
入
等
18
9.
9万

円

○
年
金
収
入
の
場
合
︓
合
計
所
得
金
額
＝
年
金
収
入
額
－
公
的
年
金
等
控
除
等
（
12
0万

円
程
度
）
（
※
）

○
年
金
収
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
は
、
給
与
所
得
等
の
額
に
よ
り
変
動
し
う
る
。

※
公
的
年
金
等
控
除
に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年
度
税
制
改
正
大
綱
（
平
成
29
年
12
月
22
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
控
除
額
が
一
律
で
10
万
円
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

介
護
保
険
料
や
保
険
給
付
の
負
担
水
準
に
関
し
て
、
意
図
せ
ざ
る
影
響
や
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
、
所
得
指
標
の
見
直
し
を
実
施
し
て
い
る
。

所
得
分
布
は
令
和
４
年
４
月
１
日
現
在
（
介
護
保
険
計
画
課
調
べ
）

後
期
高
齢
者
医
療
の
２
割
負
担

と
な
る
層
と
同
じ
所
得
水
準

年
金
収
入
等
20
0万
円

年
金
収
入

＋
その
他
合
計
所
得
金
額

〜
20
0

万
20
0〜

21
0

21
0〜

22
0

22
0〜

23
0

23
0〜

24
0

24
0〜

25
0

25
0〜

26
0

26
0〜

27
0

27
0〜

28
0

28
0〜

29
0

29
0〜

30
0

30
0〜

31
0

31
0〜

32
0

32
0〜

33
0

33
0〜

34
0

34
0〜

35
0

35
0〜

36
0

36
0〜

37
0

37
0万

〜
合
計
所
得
金
額

（
○
円
以
上
〜
○
円
未
満
）〜
80
万
80
〜

90
90
〜

10
0

10
0〜

11
0

11
0〜

12
0

12
0〜

13
0

13
0〜

14
0

14
0〜

15
0

15
0〜

16
0

16
0〜

17
0

17
0〜

18
0

18
0〜

19
0

19
0〜

20
0

20
0〜

21
0

21
0〜

22
0

22
0〜

23
0

23
0〜

24
0

24
0〜

25
0

25
0万

〜
被
保
険
者
数

（
千
人
）

2,
41
6
53
1

64
2

70
4

67
4

70
1

70
5

63
5

60
5

51
8

46
0

40
4

36
9

31
6

29
9

26
3

24
7

21
0

3,
21
8

割
合
の
累
計
値

（
上
位
○
％
）

40
.3
%
33
.3
%
31
.8
%
29
.9
%
27
.9
%
25
.9
%
23
.9
%
21
.9
%
20
.0
%
18
.3
%
16
.8
%
15
.4
%
14
.3
%
13
.2
%
12
.3
%
11
.4
%
10
.7
%
9.
9%

9.
3%
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第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

0.
45

収
入

（
保
険
料

基
準
額
×
）

市
町
村
民
税
本
人
課
税

市
町
村
民
税
本
人
非
課
税
で

世
帯
に
課
税
者
が
い
る

0.
5

0.
7

1.
0

1.
2

1.
5

第
２
号
被
保
険
者

の
保
険
料

平
均
23
%

第
１
号
被
保
険
者
の

保
険
料

27
%

市
町
村

負
担
金

都
道
府
県

負
担
金

12
.5
%

国
25
%

12
.5
%

0.
3

0.
9

1.
3

1.
7

第
6段

階

市
町

村
民

税
課

税
か

つ
合

計
所

得
金

額
12
0万

円
未

満

第
7段

階

市
町

村
民

税
課

税
か

つ
合
計

所
得

金
額
12
0万

円
以

上
21
0万

円
未

満

第
8段

階

市
町

村
民

税
課

税
か

つ
合

計
所

得
金

額
21
0万

円
以

上
32
0万

円
未

満

第
9段

階

市
町

村
民

税
課

税
か

つ
合
計

所
得

金
額
32
0万

円
以

上

第
1段

階

生
活

保
護

被
保

護
者

世
帯

全
員

が
市

町
村

民
税

非
課

税
の
老

齢
福

祉
年

金
受

給
者

世
帯

全
員

が
市

町
村

民
税

非
課

税
か
つ
本

人
年

金
収

入
等
80

万
円

以
下

第
2段

階

世
帯
全

員
が

市
町

村
民

税
非

課
税

か
つ
本

人
年

金
収
入

等
80

万
円

超
12
0万

円
以

下

第
3段

階

世
帯

全
員
が

市
町

村
民

税
非

課
税

か
つ
本

人
年

金
収

入
等
１
２
０

万
円

超

第
4段

階

本
人

が
市
町

村
民

税
非

課
税
（
世

帯
に

課
税

者
が
い
る
）か

つ
本

人
年

金
収

入
等
80

万
円

以
下

第
5段

階

本
人

が
市
町

村
民

税
非

課
税

（世
帯

に
課

税
者

が
い
る
）か

つ
本

人
年

金
収

入
等

80
万

円
超

60
9万

人
(1
7.
0%

)
27
1万

人
(7
.6
%
)

29
6万

人
(8
.3
%
)

44
6万

人
(1
2.
5%

)
48
0万

人
(1
3.
4%

)
46
3万

人
(1
2.
9%

)
23
8万

人
(6
.6
%
)

52
1万

人
(1
4.
5%

)
25
5万

人
(7
.1
%
)

第
1段

階

第 2 段 階

第 3 段 階
第
4段

階
第
6段

階
第
5段

階
第
7段

階
第
8

段
階

第
9

段
階

市
町
村
民
税

世
帯
全
員
が
非
課
税

0.
75

① ②

②
②

更
な
る
保
険
料
軽
減
を
行
い
、
そ
の
軽
減
分
を
公
費
に
よ
り
補
填

①
一
部
実
施
（平

成
27

年
４
月
～
）②

完
全
実
施
（令

和
元
年
10

月
～
）

※
被
保
険
者
数
は
「
令
和
２
年
度
介
護
保
険
事
業
状
況
報
告
年
報
」

月
6,
01
4円

（
令
和
3〜

５
年
度
の
全
国
平
均
）

○
市
町
村
（
保
険
者
）
は
、
介
護
保
険
給
付
費
の
約
23
%
に
相
当
す
る
額
を
第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
の
高
齢
者
）
に
保
険
料

と
し
て
賦
課
。

○
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
の
状
況
や
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
見
込
み
に
応
じ
て
、
保
険
者
ご
と
に
設
定
。

（
第
８
期
（
令
和
３
〜
５
年
度
）
の
保
険
料
の
基
準
額
の
全
国
平
均
は
月
額
6,
01
4円

）
○
低
所
得
者
等
に
配
慮
し
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る
観
点
か
ら
、
市
町
村
民
税
の
課
税
状
況
等
に
応
じ
て
、
段
階
別
に
設
定

さ
れ
て
い
る
。
（
標
準
は
９
段
階
）

7
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※
低
所

得
者
軽

減
に
充
当

さ
れ
て
い
る
公

費
と
保
険

料
の
多
段

階
化
の
役

割
分
担

に
つ

い
て
も
、
検

討
が
必
要

。
8

１
号
保
険
料
負
担
に
つ
い
て

現
行
制
度

見
直
し
イ
メ
ー
ジ

第 ○ 段 階
第
５
段
階

1.
0

合
計
所
得

21
0〜

32
0

万
円

第 ９ 段 階

第
８
段
階

1.
5

第
７
段
階

1.
3

第
６
段
階

1.
2

第
２
段
階

1.
7

年
金
収
入
等

80
~
12
0万

円
年
金
収
入
等

12
0万

円
超

年
金
収
入
等

80
万
円
以
下

年
金
収
入
等

80
万
円
超

合
計
所
得

12
0〜

21
0

万
円

合
計
所
得

12
0万

円
未
満

合
計
所
得

32
0万

円
以
上

第
１
段
階

第
３
段
階

年
金
収
入
等

80
万
円
以
下

･･
･

0.
7

0.
5

0.
3

第
４
段
階

0.
9

第
２
段
階

0.
5

第
５
段
階

1.
0

合
計
所
得

21
0〜

32
0

万
円

第
８
段
階

1.
5

第
７
段
階

1.
3

第
６
段
階

1.
2

第
４
段
階

0.
9

第
３
段
階

0.
7

第
１
段
階

0.
3

17
.0
％

（
60
9万

人
）

7.
6％

（
27
1万

人
）

12
.5
％

（
44
6万

人
）

14
.5
％

(5
21
万
人
)

6.
6％

(2
38
万
人
)

第
9段

階
1.
7

13
.4
％

(4
80
万
人
)

年
金
収
入
等

80
万
円
以
下

年
金
収
入
等

80
~
12
0万

円
年
金
収
入
等

12
0万

円
超

年
金
収
入
等

80
万
円
以
下

年
金
収
入
等

80
万
円
超

合
計
所
得

12
0〜

21
0

万
円

合
計
所
得

12
0万

円
未
満

12
.9
％

(4
63
万
人
)

8.
3％

（
29
6万

人
）

0.
7

合
計
所
得

32
0万

円
以
上

0.
5

7.
1％

(2
55
万
人
)

0.
3

17
.0
％

（
60
9万

人
）

7.
6％

（
27
1万

人
）

12
.5
％

（
44
6万

人
）

14
.5
％

(5
21
万
人
)

6.
6％

(2
38
万
人
)

13
.4
％

(4
80
万
人
)

12
.9
％

(4
63
万
人
)

8.
3％

（
29
6万

人
）

7.
1％

(2
55
万
人
)

世
帯
全
員
が
非
課
税

本
人
非
課
税
・
世
帯
に

課
税
者
が
い
る

本
人
課
税

○
意
見
書
で
は
、
１
号
保
険
料
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
低
所
得
者
の
保
険
料
上
昇
を
抑
制
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
の
観
点
か
ら
、
既
に
多
く
の
保
険
者
で
９
段
階
を
超
え
る
多
段
階
の
保
険
料
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
標
準
段
階
の
多
段
階
化
、
高
所

得
者
の
標
準
乗
率
の
引
上
げ
、
低
所
得
者
の
標
準
乗
率
の
引
下
げ
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
が
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
段
階
数
、
乗
率
、
低
所
得
者
軽
減
に
充
当

さ
れ
て
い
る
公
費
と
保
険
料
の
多
段
階
化
の
役
割
分
担
等
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
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○
第

９
期

計
画

に
お
い
て
は

、
中

長
期

的
な
人

口
動

態
等

を
踏

ま
え
た
サ

ー
ビ
ス
需

要
の

見
込

み
や
生

産
年

齢
人

口
の

動
向

を
踏

ま
え
、
施

設
サ

ー
ビ
ス
、
居

住
系

サ
ー
ビ
ス
、
地

域
密
着

型
サ

ー
ビ
ス
を
バ

ラ
ン
ス
良

く
組

み
合

わ
せ

て
整

備
す
る
こ
と
が

重
要

。

中
長
期
的
な
地
域
の
人
口
動
態
や
サ
ー
ビ
ス
需
要
を
踏
ま
え
た
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
に
つ
い
て

①
大
き
な
傾

向

2
0
2
3

2
0
2
6

2
0
3
0

2
0
4
0

利
用

者
数

利
用

者
数

利
用
者

数

②
②

②
③

③

③

【
傾

向
１
】

【
傾

向
２
】

【
傾
向

３
】

2
0
2
6

②
’

③
’

＜
参

考
＞

地
域
に
お
け
る
中
長

期
的

な
サ
ー
ビ
ス
需
要

の
傾
向

に
応

じ
た
整

備
の

考
え
方

（
例
）

◆
中

長
期

的
な
サ

ー
ビ
ス
需

要
を
踏

ま
え
、
①

サ
ー
ビ
ス
基

盤
の

大
き
な
傾

向
を
把

握
し
、
そ
の

上
で
②

サ
ー
ビ
ス
整

備
の

絶
対

量
、
③

期
間

（
角

度
②

/
③

）
を
勘

案
し
て
第

９
期

計
画

を
策

定
す
る
こ
と
が

重
要

。

2
0
5
0

2
0
2
3

2
0
2
6

2
0
3
0

2
0
4
0

2
0
2
3

2
0
2
6

2
0
3
0

2
0
4
0

2
0
5
0

2
0
5
0

【
サ

ー
ビ
ス
需

要
が

増
加

し
続

け
る
地

域
】

（
例

）
特

養
な
ど
施

設
の

整
備

に
加

え
、
高

齢
者

向
け
の

住
ま
い
も
含

め
た
基

盤
整

備
、
在

宅
生

活
を

支
え
る
地

域
密

着
型

サ
ー
ビ
ス
（
小

規
模

多
機

能
・
Ｇ
Ｈ
・
既

存
資

源
を
活

用
し
た
複

合
型

サ
ー
ビ

ス
等

）
の

充
実

な
ど
、
地

域
の

資
源

を
効

率
的

に
活

用
し
つ
つ
、
整

備
す
る
こ
と
が

重
要

。

【
サ

ー
ビ
ス
需

要
の

ピ
ー
ク
ア
ウ
ト
が

見
込

ま
れ

る
地

域
】

（
例

）
サ

ー
ビ
ス
需

要
の

ピ
ー
ク
ア
ウ
ト
を
見

据
え
た

在
宅

生
活

を
支

え
る
地

域
密

着
型

サ
ー
ビ
ス
の

整
備

、
将

来
的

な
機

能
転

換
や

多
機

能
化

を
見

据
え
た
施

設
の

整
備

な
ど
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た
対

応
の

検
討

が
重

要
。

【
サ

ー
ビ
ス
需

要
が

減
少

す
る
地

域
】

（
例

）
介

護
人

材
の

有
効

活
用

の
観
点

か
ら
、
既

存
事

業
所

の
包

括
報

酬
型

サ
ー
ビ
ス
へ

の
転

換
、
既

存
施

設
の

多
機

能
化

、
共

生
型

サ
ー
ビ
ス
の

活
用

な
ど
地

域
の

実
情
に
応

じ
た
対

応
の

検
討

が
重

要
。

（
共

通
）

・
医

療
・
介

護
双

方
の

ニ
ー
ズ
を
有

す
る
高

齢
者

の
サ

ー
ビ
ス
需

要
や

在
宅

医
療

の
整

備
状

況
を
踏

ま
え
、
医

療
ニ
ー
ズ
の

高
い
居
宅

要
介

護
者

の
ニ
ー
ズ
に
柔

軟
に

対
応

で
き
る
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

な
ど
の

整
備

の
検
討

や
医

療
・
介

護
連
携

の
強

化
も
重

要
。

・
中

長
期

的
な
サ

ー
ビ
ス
需

要
の

見
込

み
を
サ

ー
ビ
ス
提

供
事

業
者

を
含
め
、
地

域
の

関
係

者
と
共

有
し
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た
サ

ー
ビ
ス
基

盤
の

整
備

の
在

り
方

を
議

論
す
る
こ
と
が

重
要

。
・

広
域

型
施

設
で
あ
る
介

護
保
険

施
設

、
地

域
密

着
型

サ
ー
ビ
ス
を
組

み
合

わ
せ

、
周

辺
保
険

者
の

サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
を
踏

ま
え
都

道
府

県
等
と
も
連

携
し
て
広

域
的

な
整

備
を
進

め
る
こ
と
が

必
要

。

参
考

資
料

７
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